別紙１

補助対象経費等
１　補助対象経費は、認定商品の販売促進に必要となる費用で、次のとおりとする。
（１）販売促進に必要となる費用
（２）商談会への出展、宿泊、交通に要する費用
ただし、宿泊費及び交通費は、南知多町職員の旅費に関する条例の規定を準用する。
（３）販売促進物品の製作費
（４）印刷製本費
（５）広告費
２　次の費用は、補助対象外とする。
（1） 認定商品の販売促進活動が含まれない事業。
（2） 接待費、人件費及び会議等の飲食費。
３　国、県及びその他の補助金を受けて実施するときは、その補助金額を減じた額を補助対象経費とする。ただし、南知多町が支出する他の補助金を利用するときは、対象としない。
　

